
異
状
死
の
届
出
と
検
案
・
解
剖
等
と
の
関
係
に
つ
い
て

死
亡

の
原

因
は

、
診

療
に
係

る
傷

病
と
関

連
し
た
も
の

か
？

は
い

死
亡
者
は
傷
病
で
診
療
継
続
中
で
あ
っ
た
患
者
か
？

死
体

を
検

案
し
て
、
異

状
が

あ
る
と
認

め
ら
れ

る
か

？

い
い
え

い
い
え

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
亡
診
断
書
を
発
行

は
い

24
時
間
以
内
に
所
管
警
察
署
に
届
出

（
医
師
法
第
２
１
条
）

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、
死
体
検
案
書
を
発
行

は
い

い
い
え

検
視

（
刑
事
訴
訟
法
第
２
２
９
条
）

・
検
察
官
が
行
う
（
司
法
警
察
員
が
行
う
場
合
も
あ
る
。
）

・
立

ち
会

い
医
師

か
ら
の

意
見
聴

取
、
家

族
や
発

見
者

等
関

係
者

か
ら
の
事
情
聴
取
、
身
体
等
の
撮
影
及
び
記
録
指
紋
の
採
取

等
が
で
き
る
（
検
視

規
則

第
６
条
）
。
た
だ
し
、
解
剖

は
で
き
な
い
。

明
ら
か
な
犯
罪
死
、

ま
た
そ
の

疑
い
の

あ
る
も
の

非
犯
罪
死

捜
査

段
階

で
の

検
証

・
実

況
見

分
（
刑
事
訴
訟
法
第

21
8,

22
2,

12
9,

19
7条

）
・
検

察
官

、
検
察

事
務

官
、
司
法

警
察

職
員

が
行

う
。

・
身
体
の

撮
影
及

び
記

録
、
指
紋

採
取

等
が
で
き
る
。

捜
査

段
階

で
の

鑑
定

（
刑

事
訴

訟
法

第
22

5,
22

3,
16

8条
）

・
捜
査
機

関
か
ら
鑑

定
嘱

託
さ
れ

た
医

師
が

行
う
。

・
裁

判
所

の
発
付

し
た
鑑
定

処
分

許
可

状
に
基
づ
き
死

体
解

剖
が

で
き
る
。

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
体
検
案
書
を
発
行

司
法

解
剖

（
各
大
学
の
法
医

学
教
室
で
行
う
）

医
師
に
よ
る
検
案

監
察
医
制
度
の
あ
る
地
域

監
察
医
に
よ
る
検
案
・
解
剖

（
死
体
解
剖
保
存
法
第
８
条
）

監
察

医
制

度
の

な
い
地

域
医
師
に
よ
る
検
案

（
警
察
医
・
一
般
臨
床
医
）

な
お
、
死

体
解

剖
保

存
法

第
２
条

に
定

め
る
医

師
は

解
剖

も
で
き
る
。

行
政
解
剖

交
付
の
求
め
に
応
じ
て
、

死
体
検
案
書
を
発
行

明
ら
か

な
犯

罪
死

の
場

合

犯
罪
死
の
疑
い
の
あ
る
場
合
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